人件費内訳表　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-１（別紙）
令和９年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-２（別紙）
令和１０年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-３（別紙）
令和１１年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-４（別紙）
令和１２年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-５（別紙）
令和１３年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-５（別紙）
令和１４年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
人件費内訳表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３-５（別紙）
令和１５年度
	項　目
	職員Ａ
	職員Ｂ
	職員Ｃ
	職員Ｄ
	職員Ｅ
	職員Ｆ

	職員区分
	
	
	
	
	
	

	労働時間数/日（時間）
	
	
	
	
	
	

	労働日数/年（日）
	
	
	
	
	
	

	時間給（円）
	
	
	
	
	
	

	賃金（円）
	①基本給/年
	
	
	
	
	
	

	
	②時間外労働割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	③深夜割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	④休日割増賃金/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑤賞与/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑥住居手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	⑦通勤手当/年
	
	
	
	
	
	

	
	合計（Ａ）＝①～⑦
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	標準報酬月額（円）
	
	
	
	
	
	

	共済費/年（Ｂ）（円）
	
	
	
	
	
	

	年間人件費合計(Ａ)＋(Ｂ)（円）
	0
	0
	0
	0
	0
	0


※賃金のうち、①基本給と⑥住居手当を合計した金額については、時間給に割り返した場合に、最低賃金法により都道府県別に規定する
　最低賃金（東京都）を下回ることのない額とすること。
※時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金の所要額は労働基準法（第37条）の規程に基づいて算出すること。
※共済費については、各種根拠法令で規定する最新の保険料率で算出すること。
※想定の職員数が６名より多い場合は、適宜表を追加すること。
